
 
 
 
 
 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
、

一
念
発
起
（
い
ち
ね
ん
ほ
っ
き
）
し
て
発
行
を
続
け

て
い
る
宮
司
プ
レ
ス
、
毎
月
発
行
の
遂
行
（
す
い
こ

う
）
は
、
第
八
十
七
号
で
途
絶
（
と
だ
）
え
、
道
半

ば
と
な
り
ま
し
た
。 

周
回
遅
れ
を
挽
回
（
ば
ん
か

い
）
し
よ
う
と
、
新
た
な
発
行
計
画
を
策
定
す
る
の

で
す
が
、
奏
功
（
そ
う
こ
う
）
せ
ず
、
六
ヶ
月
、
半

年
遅
れ
の
第
百
八
号
の
発
行
で
す
。 

 

◇
さ
て
、
宮
司
プ
レ
ス
の
既
刊
号
で
も
記
述
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
上
智
大
学
渡
名
誉
教
授
の
渡
部

昇
一
先
生
は
、
誇
る
べ
き
日
本
人
と
し
て
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

と
も
言
う
べ
き
国
民
的
精
神
は
、
自
然
観
と
宗
教
観
、

そ
し
て
、
労
働
観
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。 

そ

の
国
民
的
精
神
の
こ
と
を
生
物
学
用
語
で
あ
る
、

「
刷
り
込
み 

イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。 

「
刷
り
込
み
」
と
は
、
生
れ
た
ば

か
り
の
鳥
類
や
哺
乳
（
ほ
に
ゅ
う
）
類
に
見
ら
れ
る

一
種
の
学
習
で
、
そ
の
時
期
に
目
の
前
を
動
い
た
物

体
を
親
と
し
て
覚
え
こ
み
、
一
生
そ
れ
に
追
従
（
つ

い
じ
ゅ
う
）
す
る
現
象
を
い
い
ま
す
。 

つ
ま
り
は
、

日
本
人
が
、
生
れ
た
時
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の

精
神
な
の
で
す
。 

大
自
然
を
恐
れ
敬
い
、
恵
み
に 

 

感
謝
を
し
、
自
然
を
大
切
に
し
、
自
然
と
共
に
生
き

る
と
い
う
自
然
観
。 

ク
リ
ス
マ
ス
を
祝
い
、
除
夜

の
鐘
を
聞
い
て
、
神
社
に
初
詣
を
す
る
と
い
う
、
一

見
、
無
頓
着
（
む
と
ん
ち
ゃ
く
）
と
も
い
う
べ
き
、

キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
「
い
い
ね
」
と
い
う
、
宗
教

に
対
す
る
寛
容
（
か
ん
よ
う
）
性
。 

そ
し
て
、
な

に
よ
り
、
勤
勉
で
勤
労
を
尊
ぶ
労
働
観
で
す
。 

◇
明
治
学
院
大
学
武
光
教
授
の
著
作
に
は
、
神
社
神

道
に
は
、
自
然
を
大
切
に
す
る
、
人
を
大
切
に
す
る
、

そ
し
て
、
明
る
い
気
持
ち
を
以
っ
て
人
生
を
楽
し
む

と
い
う
三
つ
の
教
え
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。 

そ
の
三
つ
の
教
え
と
、
前
述
（
ぜ
ん
じ
ゅ
つ
）

の
渡
部
名
誉
教
授
の
「
日
本
人
の
刷
り
込
み
」
は
、

神
社
信
仰
の
三
本
柱
に
ぴ
っ
た
り
と
符
号
（
ふ
ご
う
）

し
ま
す
。 

神
社
信
仰
の
三
本
柱
と
は
、
宮
司
プ
レ

ス
既
刊
号
に
も
記
載
し
ま
し
た
が
、
稲
と
家
と
御
先

祖
様
で
す
。 

稲
の
こ
と
を
、「
一
粒
万
倍
（
い
ち

り
ゅ
う
ま
ん
ば
い
）」
と
い
い
ま
す
が
、
一
粒
の
種

か
ら
、
そ
の
万
倍
の
粒
、
お
米
が
収
穫
で
き
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
稲
作
は
、
田
植
え
、
水
や
り
、
刈

入
れ
な
ど
共
同
作
業
が
必
要
で
す
し
、
定
住
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

し
か
も
、
大
自
然
の
恵
み
も

必
要
で
す
。 

節
目
節
目
に
は
、
神
様
仏
様
御
先
祖

様
に
も
す
が
り
つ
つ
、
一
所
懸
命
に
つ
と
め
て
き
た

の
で
す
。 

ま
さ
に
、「
祭
政
一
致
（
さ
い
せ
い
い

っ
ち
）」
の
生
活
で
す
。 

神
仏
に
感
謝
を
捧
げ
祈

り
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
結
束
を
深
め
つ
つ
、
ど

ん
な
時
に
も
必
ず
お
守
り
く
だ
さ
る
こ
と
を
信
じ

る
「
神
信
心
（
か
み
し
ん
じ
ん
）」
と
い
う
、
勇
気

を
忘
れ
ず
に
、「
日
々
是
好
日
（
に
ち
に
ち
こ
れ
こ

う
じ
つ
）」
を
願
っ
て
、
過
ご
し
て
き
た
の
で
す
。 

 
 

◇
宮
司
プ
レ
ス
第
百
六
号
で
、「
共
に
生
き
、
共
に

生
む
、
共
生
」
に
つ
い
て
詳
し
く
記
載
し
ま
し
た
。 

共
に
生
き
る
の
が
現
状
維
持
で
、
共
に
生
む
の
が
、

新
し
い
も
の
を
創
り
だ
し
て
い
く
こ
と
だ
と
述
べ

た
の
で
す
。 

共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去

と
今
を
清
め
る
「
祓
（
は
ら
）
い
」
だ
と
考
え
ま
す
。 

「
祓
い
」
は
、
罪
や
穢
（
け
が
）
れ
を
清
め
る
の
で

す
。 

こ
れ
を
「
外
清
浄
（
げ
し
ょ
う
じ
ょ
う
）」

と
い
い
ま
す
。 

共
に
生
む
、
未
来
を
清
め
る
「
禊

（
み
そ
ぎ
）」
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

禊
は
、
罪
穢

れ
が
な
く
て
も
行
う
も
の
で
、「
内
清
浄
（
な
い
し

ょ
う
じ
ょ
う
）」
な
の
で
す
。 

ま
さ
に
、「
共
生
」

と
は
、
外
清
浄
内
清
浄
、「
常
若
（
と
こ
わ
か
）」
と

い
う
、「
清
ら
か
さ 

す
が
す
が
し
さ 

み
ず
み
ず

し
さ
」
で
す
。 

共
生
こ
そ
、
神
社
信
仰
の
三
本
柱
の
根
底
に
、
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

◇
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
吉
崎
達
彦
さ
ん
に
よ
る
と
、
日
本
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の
国
運
に
つ
い
て
、
四
十
年
周
期
説
な
る
も
の
が
あ
る

そ
う
で
す
。 

一
、
八
六
八
年
の
明
治
維
新
か
ら
一
、

九
〇
四
年
の
日
露
戦
争
ま
で
が
、
上
り
坂
。
そ
れ
か
ら

一
、
九
四
五
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
ま
で
が
、
下

り
坂
。 

戦
後
か
ら
四
十
年
間
は
、
再
び
上
り
坂
で
し

た
。 

昭
和
六
十
年
（
一
、
九
八
五
年
）、
プ
ラ
ザ
合

意
や
日
航
墜
落
事
故
の
年
か
ら
、
現
在
は
下
り
坂
、
つ

ま
り
昭
和
六
十
年
こ
そ
が
、
日
本
人
が
最
後
に
「
坂
の

上
の
雲
」
を
仰
ぎ
見
た
年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

し
か
し
、
そ
の
周
期
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
か

ら
先
の
十
年
後
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
経
て
上
り
坂

に
な
る
は
ず
で
す
。 

今
が
、
正
念
場
で
す
。 
毛
利

元
就
は
、「
人
生
に
は
三
つ
の
坂
が
あ
る
。 

上
り
坂
、

下
り
坂
、
真
坂
だ
。 

真
坂
の
時
に
ど
う
生
き
る
か
に

よ
っ
て
、
上
り
坂
下
り
坂
に
別
れ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。 

ち
な
み
に
、
私
の
宮
司
プ
レ
ス
の
「
坂
の

上
の
雲
」
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
の
第
八
十
七
号
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
上
り
坂
へ
の
軌
道
の
修
正
が
困
難

な
状
況
で
、
宮
司
プ
レ
ス
も
正
念
場
で
す
。 

 

◇
日
本
人
の
国
民
精
神
を
誇
り
に
、
自
然
と
人
を
大
切

に
共
に
生
き
、
外
清
浄
、
明
る
い
気
持
ち
で
共
に
生
む
、

内
清
浄
、
そ
し
て
、
神
社
神
道
の
三
つ
の
教
え
を
守
り
、

上
り
坂
に
な
り
ま
す
よ
う
つ
と
め
た
い
も
の
で
す
。 

ご
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

◇
十
月
の
祭
典
行
事
報
告 

▼
月
次
祭 

 

◆
彦
島
八
幡
宮 

＊
十
月
一
日
、
十
五
日 

 

◆
貴
布
禰
神
社 

＊
十
月
一
日 

▼
秋
季
例
大
祭 

 

◆
六
連
島
八
幡
宮 

 
 
□

前
夜
祭
、
湯
立
神
事
（
ゆ
た
て
し
ん
じ
） 

＊
十
月
四
日 

□

本
殿
祭
、
御
神
幸
祭 

＊
十
月
五
日 

 
 

◆
田
の
首
八
幡
宮 

 
 
 
□

前
夜
祭 

＊
十
月
十
日 

 
 
 
□

本
殿
祭
、
御
神
幸
祭 

＊
十
月
十
一
日 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮 

 
 
 
□

前
夜
祭 

＊
十
月
十
七
日 

 
 
 
□

献
幣
ノ
儀
（
け
ん
ぺ
い
の
ぎ
） 

 
 
 
 

＊
十
月
十
八
日
午
前
十
時
半 

 
 
 
□

御
神
幸
祭 

＊
十
月
十
八
日 
 
 
 
□

下
関
市
無
形
民
俗
文
化
財
「
サ
イ
上
が
り
神 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

事
」 

＊
十
月
十
八
日
午
後
三
時 

 

▼
三
菱
重
工
業
㈱
下
関
造
船
所
殉
職
者
慰
霊
祭 

 
 

＊
十
月
六
日 

 

▼
舞
子
島
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
十
五
日 

 

▼
明
神
社
例
祭 
＊
十
月
十
五
日 

 

▼
朝
粥
会 

＊
十
月
二
十
一
日 

◇
十
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

 
 

 

◆
と
こ
わ
か
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
会
秋
季
例
大
祭
杯
争
奪
大
会 

 

＊
十
月
四
日 

◆
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ
、
第
四
回
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会
参
加
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
会
議 

 

＊
十
月
九
日 

 
 

◆
奉
賛
会
行
事
委
員
会
有
志
に
よ
る
大
注
連
縄

お
ろ
し
の
稲
藁
（
い
ね
わ
ら
）
取
り
奉
仕
作
業 

＊
十
月
十
日 

 
 

◆
敬
神
婦
人
会
に
よ
る
境
内
除
草
奉
仕
作
業 

＊
十
月
十
一
日 

◆
秋
季
例
大
祭
設
営
作
業
、
奉
仕
者
説
明
会 

＊
十
月
十
四
日 

 
 

◆
秋
季
例
大
祭
敬
神
婦
人
会
奉
仕
作
業 

 
 
 

＊
十
月
十
六
日 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ
、
第
四
回
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大

会 

＊
十
月
二
十
五
日 

 
 
 

※
三
部
、
十
四
チ
ー
ム
百
八
十
四
名
参
加 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
役
員
会
、
山
口
県
神

社
庁
支
部
長
事
務
局
長
会
議 

＊
十
月
十
九
日 

 
 

◆
山
口
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭 

＊
十
月
十
九
日 

 
 
 

◆
下
関
支
部
神
宮
大
麻
仕
分
作
業
、
三
役
会 

 
 
 

＊
十
月
二
十
八
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
例
会 

 
 

＊
十
月
七
日
、
二
十
一
日
、
二
十
八
日 

 

▼
そ
の
他 

 
 

◆
リ
バ
ー
ス
彦
島
例
会 

＊
十
月
九
日
、
十
月
十
六
日 

 
 

◆
迫
町
自
治
会
役
員
会 

＊
十
月
十
四
日 

 
 

◆
迫
町
消
防
団
ポ
ン
プ
操
法
県
大
会
準
優
勝
祝
賀
会 

 
 
 

＊
十
月
二
十
四
日 


